
なんば広場 出店者 注意事項

１．利活用エリア(下記赤枠内)外での看板などの設
置物の設置、呼び込みの実施は禁止です。

２．利活用エリア(下記赤枠内)外にお客さんの滞留
が発生しそうな場合は、声かけを行い、利活
用エリア内に移動させてください。

なんば広場は道路法による「道路」という位置づけであるた
め、イベントを実施するために警察協議・道路占用協議を
行い、許可を得た上で実施しています。主催者より提示さ
れている会場レイアウトやルールを順守してください。

※イベントに関連する設置
物や行為は全て利活用エリ
ア内で実施してください。

発行：なんば広場マネジメント法人設立準備委員会(広場管理運営者)

３．なんさん通り・南北に車両が停車できる時間
は１時~９時のみです。９時以降に追加の
搬入が必要となった場合は、なんさん通り東
西・蔵前通りの停車帯や近隣駐車場等をご
利用ください。

利活用エリア
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